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市川市条例第  号 

   市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部を 

改正する条例 

 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例（平成１６年条例第

４５号）の一部を次のように改正する。 

 第４条の表市川市あおぞらキッズ１の項の⑵中「第６条の２第５項」を「第

６条の２の２第６項」に改め、同項の⑶中「第６条の２第７項」を「第６条の

２の２第８項」に改め、同項の⑷中「第６条の２第８項」を「第６条の２の２

第９項」に改め、「通所給付決定保護者」の次に「（以下「通所給付決定保護者」

という。）」を加える。 

 第５条の２第１項中「法第６条の２第８項に規定する」及び「（以下「通所給

付決定保護者」という。）」を削る。 

 第３２条第２項第１号中「第６条の２第２項」を「第６条の２の２第２項」

に改め、同条第３項第４号中「第２１条の５の５」を「第２１条の５の５第１

項」に改める。 



  附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第３２条第２項第

１号及び同条第３項第４号の改正規定は、公布の日から施行する。 



理  由 

 

児童福祉法の改正に伴い、引用条文の整備を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 

 


